
は じ め に

戦後の我が国における訴訟提起の動向とその終結形態を確認すると, 全

体として判決で終結する割合が漸増してきているものの, 和解で終結する

割合もまた高まり, 取下げを除く判決および和解についてみれば, 相対的

に和解の比重が高まるという傾向が見出される。
(１)
このような訴訟過程にお

ける和解の比重増大を説明するためには, 一方では, 戦後の我が国におい

てどのような紛争が訴訟化する傾向があったのかを確認すると共に, ひと

度訴訟化した紛争であっても和解に至りやすい類型とは何かを検討する必

要がある。
(２)
他方で, 我が国の地方裁判所においては, これまでのところい
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(１) 林屋（2001：109), 六本（2004：215�222), 参照。

(２) 村山（2008：1129�1134), 後述Ⅱ.２, 参照。
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わゆる訴訟爆発現象は発生していないものの, 漸次的な民事訴訟件数の増

加傾向は明かであるにもかかわらず, 訴訟件数の増加は直ちには訴訟遅延

をもたらしてはいない。
(３)
近時の司法制度改革に伴う弁護士数の大幅増員以

前においても訴訟件数の漸増傾向はみられたものの, これは司法システム

の運営にあたっての法曹数, 特に裁判官数の増員圧力とはならなかったよ

うである。訴訟件数の増加を裁判システムが吸収してきたメカニズムの存

在が推測される。

また, 戦後の我が国において市民の裁判への期待が変容し, 一般的に判

決よりも和解が好まれるようになったということも考えられることである。

あるいは, 法律専門家の間において個別紛争解決への志向と和解による当

事者間利害調整への関心が高まり, 判決回避が積極的かつ肯定的に評価さ

れるようになった可能性もある。
(４)

制度および歴史の異なるアメリカ社会と直接に比較することには慎重で

なければならないとしても,
(５)
訴訟社会アメリカでは和解による紛争終結が

圧倒的多数である。訴訟回避社会日本で相対的に判決率が高いということ

は, 日米それぞれの社会における市民の訴訟期待に質的差異があることを

推測させているのみならず, そのような訴訟利用に対する法律専門家の役

割認識の違いをも推測させる。そこで本稿では, 我が国における市民の訴

訟利用をめぐって行われた全国調査の
(６)
結果を再度分析することにより, 訴

訟提起と和解選択をめぐる訴訟当事者および法律家の行動と意識について,

若干の考察を行うこととしたい。
(７)
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(３) 林屋（2001：116�117), 最高裁判所事務局（2009：18�20)，参照。

(４) 六本（2004：218�220), 参照。

(５) フット（2006：第１章, 第２章), 参照。

(６) 民事紛争全国調査訴訟行動調査班が行った調査の概要については, フ

ット＝太田（2010：はしがき), 参照。

(７) 以下の調査結果の分析については, Moriya (2009) および守屋（2010）
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Ⅰ．裁判と ADR 基本的視点

１．裁判と ADRの連続性

裁判過程は, 判決形成と和解形成との混合的過程である。それは, 裁判

官による強制的な判断提示と, 当事者および代理人による合意形成の試み

とを両極とする相互作用の過程である。その間の比重の違いが, 各司法シ

ステムにおける裁判機能の多様性を生じさせることになる。

裁判の理念として, 裁判官その他の裁判手続運営者による公式ないし非

公式の強制的な法的判断提示という側面と, 訴訟過程における当事者自身

による合意形成努力という側面とのいずれをより優先させるかについては,

原理的に対立がみられる。近時の司法制度改革, 特に ADR法制定のため

の議論にしばしば現れていたように, 一方には, 法律専門家を担い手とす

る ｢法の支配｣ を拡大するために, 紛争解決過程全般への法律専門家の関

与を強化する方向で両者の連続性を確保すべきであるという視点がある。

このような視点からは, 訴訟上の和解の正統性は, 基本的には費用と時間

と心理的負担を節約しながら, 裁判の結果として実現されることが予想さ

れる権利内容を蓋然的に実現することに見出されることになる。判決結果

の予測可能性が高まればそれだけ和解を含む ADRの利用もまた高まるた

め,
(８)
法政策的にも法的判断基準の明確化を促進することにより司法運営の

コストを低減させることがしばしば主張されてきた。
(９)

交通事故のような比較的定型化された紛争を含め, 一般にみて裁判にま

で至るような多くの紛争については, 少なくとも一方当事者が, 限られた

情報に基づいて蓋然的に予測できる裁判結果を裁判以前において受け入れ
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を合わせて参照されたい。

(８) ラムザイヤー（2004：第２章）参照。

(９) 例えば, 福井（2006：第１章), 参照。



ることに納得していないか, あるいは法律専門家の視点からしても依頼人

が提供する情報および裁判前の交渉で得られた情報のみではなお予測され

る裁判結果が不確定であるために, 判決を予測しながらの交渉が成功しな

かった場合が少なくないであろう。このような場合, 裁判過程を通じて現

実化する事実と法規範との適合性への関心は, 長期的にみれば, 判例の蓄

積を通じて法的判断基準の形成ないし変更に寄与する。従って, 個別の判

決に向けた裁判過程は, 仮に当該過程が和解により終結するとしても, そ

の過程に法的価値ないし法的基準が反映されることが期待され, またその

明確化が実現することは法政策的にも望ましいと評価されることになる。

このような考え方の下では, 裁判過程を含む紛争処理過程全般は, その

結果が判決であるか和解であるかを問わず, 可能な限り裁判官や弁護士な

どの法律専門家の関与の元に行われる事実の確認と法的基準の適用を基軸

として進行すべきであり, その限りで裁判と ADRとは裁判を中心として

一元的に理解されるということになるであろう。
(10)

２．裁判と ADRの異質性

しかしながら, このような裁判および和解の理解に対しては, 両者の異

質性に注目する見解も有力である。近時の ADR論では, 裁判および ADR

それぞれが提供する紛争処理サービスの異質性に注目する方がむしろ通常

であり, それは訴訟上の和解についても当てはまる。
(11)
当事者の紛争関心の
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(10) 訴訟上の和解は, 提訴ないし応訴の判断が当事者自身よりもむしろ弁

護士主導で行われたときに実現する傾向があることも, 訴訟が法律専門家

による判断形成および交渉領域 (ZOPA=Zone Of Possible Agreement) 探

索のための手段として利用されている傾向を示唆している。守屋（2010：

204�205), 参照。

(11) ADR の機能評価における質的優位説については, 例えば, 山田文

(2002：71), 参照。
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多様性, とりわけ紛争過程の初期における法的紛争関心と非法的紛争関心

との未分化という状況を前提とすると, 判決は法的権利義務関係に特化し

た近代主義的な紛争処理の手段として位置づけられ, 訴訟上の和解を含む

ADRは, 非法的かつ当事者関係に特有の諸要素にも配慮することの可能

な紛争処理手続であると考えられることが多いように思われる。
(12)

このような観点からすると, 判決の正統性にとって重要である実体的・

手続的配慮が, 法的争点抽出手続の適切性, 当事者間の対等化された弁論

機会の保障, 法的三段論法の厳密性の確保などであるのに対して, 和解の

正統性にとって重要であるのは, 当事者の多様な非法的利害関心を受けと

めることのできる手続的配慮を伴っていること, 当事者間の将来の関係に

配慮した実質的な紛争解決手続であること, 更に当事者を取り巻く他の利

害関係者をも含めた包括的問題解決に貢献する手続であること, などとな

るであろう。
(13)
和解の正統性がこのように判決の正統性とは異なる理念に基

礎づけられる場合には, 判決手続と和解手続が交錯して成立する ｢訴訟上

の和解｣ の評価は, 必然的に複雑かつ錯綜したものとならざるをえない。

例えば, 第二の観点からの和解の正統性にとって不可欠である非法的な

当事者関係への配慮は, 一方では当事者および法律家が共に訴訟手続上に

おいて法的争点の明確化に関心を集中することを妨げ, 整理されるべき争

点の拡散と恣意的な争点選択が行われる可能性を高めると共に, 他方では

和解手続上においても法的論拠の優位性が暗黙のうちに入り込み, 当事者
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(12) 例えば, 和田（2007：2�5), 参照。なお, 裁判手続自体を判決形成よ

りも和解形成中心に理解することにより, 裁判と ADRの関係を ADR中

心に一元的に理解する可能性は論理的にはありうると思われるが, しかし

このような訴訟当事者の訴訟期待や法律専門家の役割認識および慣行とは

合致しないようである。

(13) ADRにおける手続的配慮の理念的多様性については, 守屋（2009),

参照。



の非法的関心が従属的に扱われる恐れが生じる。
(14)
あるいは裁判官の役割認

識においても, 当事者中立的な権利義務判定者としての役割と積極的な紛

争解決援助者としての役割との間で葛藤が生じ, 相対立する役割間の相互

移行関係が十分に自覚されていない場合, 例えば和解勧試などの場に現れ

る裁判官の後見的な役割遂行に対して当事者の懐疑ないし不満が強まると

いう恐れがある。

このように, 特に裁判と ADRとの異質性を前提に裁判手続における両

者の併存の意義を承認しようとする場合には, 裁判手続上で両者が合目的

的かつ意識的に選択されているのか, あるいは逆にそれぞれのメリットが

むしろ相殺されて裁判手続全体の性格が不明確化しているのかが特に問題

となる。これはあるべき司法理念をいかに実現することができるかという

理論的問題であると同時に, 今日の裁判実務に実際に何が期待しうるのか

という法政策的な問題でもある。

３．裁判手続への法政策的視点

仮に裁判と ADRとの異質性が承認されるならば, 訴訟上の和解を含む

ADR手続は, 予測される判決内容を近似的に実現するのみならず, 判決

において実現することが困難であるような状況適合的な利害調整サービス

や, 当事者関係的ないし当事者支援的な性格をもつ調停サービス, 更には

多当事者間の包括的な紛争処理サービスなどを提供する可能性を有してい

る。とはいえ, それはあくまでも可能性に留まり, そのための理念と紛争

解決技術が法律家および当事者によって共有されていなければ, これは実

現されない。もしそのような理念と技術が共有されていない場合, 手続の

柔軟性は手続運営者とその利用者との間の期待ないし認知のギャップを拡
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(14) いわゆる弁論兼和解の問題点と弁論準備手続に対する評価については,

例えば, 高橋他（2006：17), 参照。
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大し, 当事者の不満をより増大させる可能性がある。それ故, 裁判手続に

ついても, 判決手続と和解手続とが自覚的に使い分けられているのかどう

か, またそれにより幅広い司法サービスがその利用者に対して提供されて

いるのかどうか, 更にはまた, そのような拡大された司法サービスは市民

により自覚的に受容され, それぞれのサービスが異質なものとして評価さ

れているのかどうか, またそのように評価されるための条件は何か, とい

うことが実証的に検討される必要がある。なお, その際には特に紛争類型

や, 一般市民および訴訟当事者の裁判期待, 裁判官や弁護士など法律専門

家の役割認識, 各紛争処理手続に実際上伴っている制度上の諸制約など,

多くの要素が考慮に入れられなければならないであろう。

以下の分析はこのような問題意識に立って, 訴訟上の和解に含まれる多

様な論点の一部について, 特に訴訟当事者と代理人弁護士との認知のズレ

に焦点を合わせつつ, 若干の考察を行おうとするものである。訴訟上の和

解が判決を予測しながらの当事者間合意形成過程である場合, それを訴訟

当事者が受容していくためにはどのような諸条件が満たされなければなら

ないか, あるいは訴訟上の和解が判決を超えた包括的な紛争解決をもたら

す可能性如何とその条件は何かなどを探索するための手がかりを得ること

を目的としている。

Ⅱ．訴訟当事者の裁判期待 強い判決志向

１．カテゴリー別回答者数

訴訟行動全国調査におけるアンケート調査で得た回答数は, 代理人付き

であるか本人訴訟であるか, また原告であるか被告であるかにより集計す

ると, 表１のとおりとなる。
(15)
代理人付原告からの回答がやや多く, 本人訴
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(15) なお, 以下では, 1000名の一般人を対象としたアンケート調査（イン

ターネット調査）への回答と, 調査対象事件の代理人弁護士を対象とした



訟原告からの回答が少なくなっている。

２．訴訟類型と第一審の結果

わが国において裁判が判決で終わる比率は大まかにみて５割程度であり,

和解で終わる比率は３割から４割程度である。
(16)
裁判が判決にまで至るか,

あるいは和解で終結するかについては, 当該事件の類型的性格にもよると

考えられる。そこで紛争類型別の終結結果を事件記録により確認すると,

表２および図１のようになる。
(17)

今回の調査結果によると, 判決で終わる傾向が強いのは ｢売買代金関係｣

事件や ｢境界確定｣ 事件, また ｢保証関係｣ 事件や ｢立替金・求償金関係｣

事件であり, 逆に和解で終わる傾向がみられるのは, ｢労働｣ 事件や ｢相
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アンケート調査への回答をも随時参照する。

(16) 当該年度の和解率は，司法統計年報上では34.5％である。なお今回の

全国調査では, 訴訟記録調査の結果を見ると, 判決で終わった比率が43.3

％, 和解で終わった比率が40.0％, その他が16.7％となっている。なお,

司法統計においては, 複数の結果で終わっている場合, その中に判決でお

わった当事者がいる場合には当該事件を一括して判決として記録している

ため, 個別の訴訟当事者の認知とは異なっている場合がある。

(17) １つの事件が複数の訴訟類型に該当する場合があるため, 総数は回答

者数を超えている。

表１ カテゴリー別回答者数

回答者数 比 率

代理人付原告 243 45.6％

代理人付被告 137 25.7％

本人訴訟原告 37 6.9％

本人訴訟被告 116 21.8％

合 計 533 .100％

：



続関係｣ 事件, また ｢交通事故関係｣ 事件や ｢家賃・地代関係｣ などであ

る。事件類型別にみた場合の該当事件数にばらつきがあるため確実なこと

は言えないが, 判決・和解の結果が部分的に紛争類型によって影響を受け

ていることは否定しがたいと思われる。

ランダムサンプリングを通じて得られた今回の調査結果は, わが国にお
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表２ 事件類型と裁判結果（｢その他」には複数の結果で終わった事件も含ま
れる)

事件分類 判決 和解 その他 合 計

1. 貸金関係 29 11 13 53

2. 保証関係 13 2 5 20

3. 売買代金関係 9 1 0 10

4. 立替金・求償金関係 27 8 7 42

5. 契約関係の損害賠償 4 10 5 19

6. 請負関係 2 1 2 5

7. 交通事故関係 18 39 6 63

8. 交通事故以外の損害賠償 39 44 15 98

9. 家賃・地代関係 5 8 2 15

10. 土地・建物の所有権 12 3 5 20

11. 土地・建物の明け渡し 27 29 18 74

12. 土地・建物登記関係 17 9 6 32

13. 離婚関係 0 2 0 2

14. 相続関係 6 21 2 29

15. その他 31 29 5 65

16. 不当利得返還（消費者金融に対す
る過払金返還請求を含む）

6 8 10 24

17. 預託金 6 1 2 9

18. 債務不存在確認 6 10 7 23

19. 労働 2 18 2 22

20. 手形 1 0 0 1

21. 境界確定 12 1 1 2

合 計 272 255 113 640



ける訴訟利用の現状を比較的正しく反映していると考えてよいと思われる

ので, 紛争類型別の偏りはいずれかの紛争類型の発生頻度が特別の事情に

よって影響を受けているということが示されない限り, わが国における判

決と和解についての全体傾向を示すものであると考えて良いであろう。

もしそうであるとすれば, 権利関係が契約書等により比較的明確に確認

できる紛争類型や将来に亘って当事者間の権利義務関係を明確化する必要

性が高い境界画定のような場合には判決に至りやすく, 逆に事件が比較的

定型化されている交通事故紛争のような場合や当事者関係の継続性が考慮

されるような相続事件や労働事件などについては和解に至りやすいという

傾向が確認されるようである。
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図１ 事件類型と裁判結果 (判決・和解・その他)

(｢その他」には複数の結果で終わった事件も含まれる)
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３．当事者カテゴリーと第一審の結果

当事者が原告であるか被告であるか, また代理人弁護士がついているか

本人訴訟であるかという当事者の属性も, 判決・和解の結果に影響してい

る可能性がある。そこで, アンケート調査に回答した当事者が実際に判決

で終わっているか, あるいは和解で終わっているかを訴訟記録から確認す

ると表３のようになる。
(18)

当事者カテゴリーにより, 判決まで至るか和解で終わるかに統計的に有

意な違いがみられる。判決に至る傾向が見られるのは本人訴訟の原告およ

び被告であり, 代理人が付いている場合, 特に代理人付原告の場合には和

解で終わる傾向がみられる。なお, 本人訴訟被告は, アンケート調査では

判決で終わったと回答した者の比率が34.7％, 和解で終わったとする者が

55.1％であったが, 訴訟記録上は判決が51.7％, 和解が31.9％となってお

論

説

表３ 当事者カテゴリーと裁判結果 ���：p�������

判決 和解 その他 合 計

代理人付原告
90

37.0％
108

44.4％
45

18.5％
243

100.0％

代理人付被告
59

43.1％
59

43.1％
19

13.9％
137

100.0％

本人訴訟原告
22

59.5％
9

24.3％
6

16.2％
37

100.0％

本人訴訟被告
60

51.7％
37

31.9％
19

16.4％
116

100.0％

合 計
231

43.3％
213

40.0％
89

16.7％
533

100.0％
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(18) ｢判決・和解・その他｣ の終結結果は訴訟記録を基にしているため,

訴訟当事者調査において当事者が回答した裁判結果の集計 (守屋 2010：

191) とは異なっている。また, ｢その他｣ には複数の結果で終わった事件

が含まれているため, その比率が高くなっている。



り, 逆転している。本人訴訟被告以外のカテゴリーについては, 和解で終

わった場合にも判決で終わったと感じている傾向があるのに対して, 本人

訴訟被告のみは判決で終わった場合にも和解で終わったと感じている回答

者がいるようである。

相対的にみて代理人付当事者の場合に和解に終わる傾向がみられること

は, そのような事件については代理人弁護士および裁判官による当事者へ

の和解説得が成功している可能性を示唆していると共に, 本人訴訟の場合

には弁護士による当事者説得のルートが欠けている, ないしはそもそも和

解成立の見込が当初より低いために弁護士が当該事件を引き受けていない

可能性が示唆されているようである。
(19)

４．訴訟当事者の判決志向

今回の訴訟当事者へのアンケート調査の結果では, 訴訟当事者は判決へ

の志向を強くみせている。裁判に ｢白黒をはっきりさせること｣ を期待す

る回答者が多く, ｢相手と話し合いの場をもつこと｣ を期待する訴訟当事

者は多くはない。
(20)
また, ｢白黒をはっきりさせること｣ などの判決に親和

的な期待を抱いて訴訟を提起した当事者は, 和解よりも判決で終わる傾向

がみられる。
(21)
一般的に裁判回避志向が強いと言われるわが国において訴訟

は非日常的な出来事であり, そのために訴訟提起を決断する原告はもとよ

り, 代理人を依頼して訴訟に対応する被告もまた, 裁判において当事者関

係への明確な決着がつくこと, あるいは自らの権利を確保することを強く
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(19) なお次節で検討するように, 本人訴訟原告については, 全体としては

和解率が高くないが, 裁判官の和解勧試を強く感じた場合には和解で終わ

る傾向がみられている。

(20) 守屋 (2010：191�194), 参照。

(21) 守屋 (2010：208�209), 参照。

：



期待しているようである。ただ, 本人訴訟の被告については, 相対的にみ

て ｢白黒をはっきりさせること｣ への志向は弱い。

裁判に ｢白黒をはっきりさせること｣ を期待する者が判決で終わる傾向

については, 表４に示されているとおりである。但し, この傾向は特に代

理人付原告についてみられる傾向であり, その他のカテゴリーについては

有意差がみられないようである。

逆に, 裁判に話し合いの場をもつことについては, 回答者全体としてみ

るとそのような期待は弱い。
(22)
しかしながら当事者カテゴリー別にみると,

本人訴訟の原告および被告がややそのような期待をみせる傾向があり, 代

理人付きの当事者, 特に代理人付原告にはそのような期待が弱いようであ

る。従って, 本人訴訟原告の場合には, 当事者関係を明確化することへの
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(22) 守屋 (2010：194), 参照。

表４ 裁判に ｢白黒をはっきりさせること｣ を期待したか ���：p��������

(｢和解・判決・その他｣ は訴訟記録の結果)

判決 和解 その他 合 計

期待した 139 106 46 291

47.8％ 36.4％ 15.8％ 100.0％

ある程度期待した 41 50 18 109

37.6％ 45.9％ 16.5％ 100.0％

どちらともいえない 18 29 9 56

32.1％ 51.8％ 16.1％ 100.0％

あまり期待しなかった 6 9 1 16

37.5％ 56.3％ 6.3％ 100.0％

期待しなかった 8 3 7 18

44.4％ 16.7％ 38.9％ 100.0％

合 計 212 197 81 490

43.3％ 40.2％ 16.5％ 100.0％



期待を持ちながらも, 同時に相手方との話し合いの場を持つことをも期待

しているという, ややアンビバレントな期待をもって訴訟を提起している

可能性があることが窺われる。

Ⅲ．和解成立の要因① 裁判官の和解勧試

１．裁判官の和解勧試と訴訟当事者

訴訟上の和解が成立にあたって, 裁判官による和解勧試が重要な要因と

なっていることは疑いえないであろう。しかし, 訴訟当事者は, 全体とし

ては自らが裁判官の和解勧試の強さを感じとって和解に応じていると言え

るかどうかは, 訴訟当事者に対するアンケート調査の結果を見る限りでは

微妙である。

裁判官の和解勧試の強さについては, 訴訟当事者カテゴリーのいずれに

ついても裁判官が和解を ｢ある程度勧めた｣ と感じているようであり, 統

計的に有意な差はない。また, 裁判官の和解勧試の程度と和解の成立との

相関については, 訴訟当事者の回答を前提とする限りでは, 有意差がある

かどうか判断しがたい。
(23)
しかしながら, これを当事者の認知している訴訟

結果ではなく, 訴訟記録に現れた判決・和解の結果と比較すると, 判決と

和解で終わった当事者間に有意差があることが分かる (表５, 参照。有意

確率 0.012)。しかもこの差は, 主として本人訴訟原告によってもたらさ

れているようである (図２)。つまり裁判官の和解勧試は, 訴訟当事者と

の関係でいえば, 本人訴訟原告に特に影響を与えているといえる。

２．裁判官の和解勧試と弁護士

訴訟当事者と比べて, 代理人付きの場合には代理人弁護士によって裁判
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(23) 守屋 (2010：195�197), 参照。

：



官の和解勧試の強さが評価され, その認知と裁判結果との間に強い相関が

見られている。
(24)
和解勧試についての訴訟当事者の評価が, 裁判官が和解を

論

説
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表５ 第一審の結果および当事者カテゴリー別の裁判官による和解勧試の強さ

当事者カテゴリー 平均値 標準偏差 回答数

判 決

代理人付原告 2.89 1.197 19
代理人付被告 2.83 1.193 12
本人訴訟原告 3.11 .601 9
本人訴訟被告 3.21 .975 14
総和 3.00 1.046 54

和 解

代理人付原告 2.51 .837 37
代理人付被告 2.65 .832 23
本人訴訟原告 2.00 .816 4
本人訴訟被告 2.80 1.146 15
総和 2.58 .900 79

総 和

代理人付原告 2.64 .980 56
代理人付被告 2.71 .957 35
本人訴訟原告 2.77 .832 13
本人訴訟被告 3.00 1.069 29
総和 2.75 .980 133

(1＝｢非常に強く勧めた｣ 3＝｢どちらともいえない｣ 5＝｢勧めなかった｣)

図２ 裁判官による和解勧試の強さ (第一審の結果, 当事者カ
テゴリー別)

(1＝｢非常に強く勧めた｣ 3＝｢どちらともいえない｣ 5＝｢勧めなかった｣)
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(24) 守屋 (2010：197�198), 参照。



｢ある程度勧めた｣ に集中しているのに対して, 弁護士の評価は分散的で

あり, ｢勧めなかった｣ という評価も４分の１近くに上っている。裁判官

が和解を勧めなかったと感じている場合には, 結果として９割以上が判決

で終わっており, 弁護士による評価の方が裁判結果との整合性が高い。

このように, 当事者の和解勧試の評価と弁護士の評価にはズレがある。

当事者と代理人弁護士との対応関係が確認ないし推定できる限りでそのズ

レを確認してみると, 表６および表７のとおりとなる。
(25)
当事者が和解勧試
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(25) 訴訟記録上は複数の当事者に対して複数の弁護士が代理している場合

があるため, 事件の同一性を確認するだけでは依頼人と弁護士との対応関

表６ 裁判官の和解勧試の程度

弁護士の評価

非常に強
く勧めた

強く
勧めた

ある程度
勧めた

それほどは
勧めなかった

勧めな
かった 合 計

当
事
者
の
評
価

非常に強く勧めた 4 0 0 0 1 5

強く勧めた 1 3 1 0 3 8

ある程度勧めた 3 5 2 1 4 15

それほどは勧めなかった 0 0 1 0 1 2

合 計 8 8 4 1 9 30

表７ 裁判官の和解勧試の程度についての当事者と弁護士との間
の認知のズレ

｢裁判官の和解勧試の程度｣ の認知の違い N ％

当事者の認知が４段階強い (－4) 1 3.3％

当事者の認知が３段階強い (－3) 3 10.0％

当事者の認知が２段階強い (－2) 4 13.3％

当事者の認知が１段階強い (－1) 3 10.0％

当事者と弁護士との認知が同じ (0) 9 30.0％

弁護士の認知が１段階強い (1) 7 23.3％

弁護士の認知が２段階強い (2) 3 10.0％

合 計 30 100.0％

：



を非常に強く感じた場合でも弁護士は ｢勧めなかった｣ と評価している場

合もあり, 当事者が和解勧試を ｢ある程度｣ 感じた場合には, 弁護士の評

価は ｢非常に強く勧めた｣ から ｢勧めなかった｣ までに分散している。該

当する回答数が少ないために統計的に確認することはできないが, 和解勧

試に対する当事者の評価と弁護士の評価との間に大きなズレがあること自

体は否定できないであろう。代理人付事件についての当事者と代理人弁護

士との意思疎通のあり方が問題となりそうである。なお, 裁判官の和解勧

試の程度について当事者と弁護士との認知にズレがあること自体は, 当該

事件が判決で終わるか, あるいは訴訟上の和解に至るかという訴訟結果と

関連しているとは言えないようである。

また, 裁判官の和解勧試をどの程度当事者は考慮したかについての質問

に関しても, 当事者自身の自己評価と, 当事者がどの程度考慮したかにつ
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係を確定することができない。このため依頼人および代理人弁護士が共に

１名である場合のみを取り出すと確実な対応関係がある事例を分析するこ

とができるが, その場合にはアンケート調査への回答率のため, 38ペア

(76名の回答) のみとなることが報告されている (飯田 2010：169�170)。

本稿での分析の目的からはこの対象数では不十分であるため, 訴訟記録上

は訴訟当事者および代理人弁護士が複数である場合であっても, アンケー

ト調査の回答において, 原告側および被告側を分けて対応をみた結果, 回

答した代理人弁護士が１名である場合にはそれが訴訟当事者 (１名ないし

複数) と対応するものとしてデータを結合した。言い換えれば, 複数の弁

護士が同一の事件について回答している場合のみを除外している。このよ

うにデータを処理しているため, 依頼人と弁護士との対応関係が厳密に成

り立っているとはいえないが, 訴訟記録上では複数の弁護士が委任されて

いる場合であっても, 実際にはそのうちの１名が担当者となって複数の当

事者を代理している場合が多いのではないかと思われるため, このような

データ処理も概括的には依頼人と弁護士との対応関係を相当程度まで反映

しているのではないかと推定した。更に厳密な分析を行うためには, その

他のデータを合わせて詳細に検討する必要がある。



いての弁護士による評価との間にはかなりの幅があるようである (表８)。

Ⅳ．和解成立の要因② 弁護士の和解志向

１．弁護士のリスク回避傾向

代理人付の当事者の場合, 和解を考慮するにあたっては, 第一に弁護士

の意見を考慮している。
(26)
従って, 弁護士がどのような理由から依頼人に和

解を勧めているかが問題となる。

弁護士が依頼人に和解を勧める理由の一つは, 確実に勝訴が見込める事

件ではない場合であれば, 実質的に敗訴となる危険あるいは執行上のリス

クを避けて, 依頼人への利益を確保することにあるであろう。弁護士から

の回答全体を見てみると, 事件の見通しがはっきりと依頼人に有利である

と判断される場合には判決で終わる傾向がみられ, 他方でそれほどはっき

りと有利であるとは言えない場合, あるいは相手方に有利であると判断さ

れた場合には和解で終わる傾向がみられる (図３参照)。確実に依頼人に

有利であるとはいえない場合, とりわけ依頼人に不利であるかもしれない

事件を引き受ける場合, 弁護士が和解を志向するのは当然であると言える

訴
訟
の
提
起
と
和
解
の
選
択

再
論

78(863) 法と政治 62巻 1号Ⅱ (2011年 4月)

(26) 守屋 (2010：209), 参照。

表８ 裁判官の和解勧試を当事者はどの程度考慮したか

弁護士による評価

考慮した
どちらかと
いえば考慮
した

どちらと
もいえな
い

どちらかと
いえば考慮
しなかった

考慮しな
かった 合 計

当
事
者
評
価

考慮した 2 7 1 0 0 10

ある程度考慮した 5 6 2 1 1 15

どちらともいえない 0 2 2 2 1 7

合 計 7 15 5 3 2 32

：



であろう。
(27)

しかしながら, 和解が成立するかどうかは, 当然ながら相手方の和解の

評価にもよることである。従って, 第一審の結果における当初見込みの達

成度別に判決と和解の結果を比較すると, 図４のとおりとなる。
(28)
当初見込

みが100％達成されるのは判決による場合が多く, 逆に50％未満となる場

合も判決で終わっている場合が多い。他方で, 当初見込みが100％は達成

されないとしても50％以上は達成されたと評価される場合には, 圧倒的

に和解で終結する場合が多くなっている。なお, 見通しが100％達成され

たとの回答は, 判決または訴訟上の和解で終結したと回答した弁護士の内

の29.3％に上っているのに対して, 50％以下の達成率であったと回答した
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(27) 守屋 (2010：203), 参照。なお, 依頼を受けた時点での見通しについ

て, 1＝｢依頼人側に有利｣, 3＝｢どちらともいえない｣, 5＝｢相手側に有利｣

の５段階で尋ねた質問への回答について, 第一審が判決で終結したと回答

した場合の平均値は2.34, 訴訟上の和解で終結したと回答した場合の平均

値は2.65であり, この差は統計的に有意 (p＝0.038) である。

(28) 守屋 (2010：203�204), 参照。なお, 当初見込みの達成率の平均を比

較してみると, 第一審が ｢判決｣ で終わった場合 (平均値＝72.3％) と

｢訴訟上の和解｣ で終わった場合 (73.6％) との間に有意な差はみられな

い。

図３ 依頼を受けた時点での見通し別の第一審の結果 (｢判決｣ か ｢訴訟
上の和解｣ か) ����������

判決 訴訟上の和解

0％

相手方に有利

どちらかといえば相手側に有利

どちらともいえない

どちらかといえば依頼者に有利

依頼者側に有利

39.5％ 60.5％

57.1％ 42.9％

43.3％ 56.7％

31.4％ 68.6％

40.0％ 60.0％

10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％



者は14.8％に留まっている。回答者全体の平均は, 73.4％である。

ところで, 当初見込みの達成率についての評価と, 当該訴訟が実質的に

勝訴であったか敗訴であったかについての評価との関連を回答者全体につ

いてみると, 両者の間に高い相関関係が見られる (相関係数＝0.72, 1 ％

水準で有意)。また, ｢実質勝訴｣ と回答した者についての達成率の評価平

均が92.0％であるのに対して, ｢どちらかといえば実質勝訴｣ および ｢ど

ちらともいえない｣ と回答した者の評価平均がそれぞれ73.4％および66.1

％, 更に ｢どちらかといえば実質敗訴｣ および ｢実質敗訴｣ と回答した者

の評価平均がそれぞれ31.8％および30.3％となっており, 当初見通しの達

成率平均により第一審の勝敗評価は３つのグループに分かれている。そこ

で, 当初見通しの達成率別に勝敗評価３グループの分布をみてみると, 表

９および図５のようになる。

第一審結果を ｢判決｣ と ｢訴訟上の和解｣ とに分けて集計した場合, 各

セルに入る数値が少なくなるためにあくまで参考に留まるとはいえ, 弁護

士による当初見通しの達成率についての各段階において, ｢判決｣ の場合

の方が ｢訴訟上の和解｣ の場合よりも ｢実質勝訴｣ および ｢どちらかとい

えば敗訴・実質敗訴｣ の回答を加えた比率が高く, 相対的に ｢どちらかと

いえば勝訴・どちらともいえない｣ との回答の比率が低くなる傾向がみら
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図４ 見通しの達成度別の第一審の結果 (｢判決｣ か ｢訴訟上の和解｣ か)
����������

判決 訴訟上の和解

0％

100％

80％以上－99％以下
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10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
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25.3％ 74.7％

26.7％ 73.3％

65.0％ 35.0％

：



れる。即ち, 弁護士は, 当初の見通しがどの程度達成されたと評価してい

るかにかかわらず, ｢判決｣ の場合よりも ｢訴訟上の和解｣ において勝つ

か負けるかのリスクを回避し, 中間的な結果を実現していると言えるよう

である。
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表９ 弁護士による当初見通しの達成率と勝敗評価 (｢判決｣ ｢訴訟上の和解｣
別)

当初見通しの
達成率 実質勝訴 どちらかといえば勝訴・

どちらともいえない
どちらかといえば
敗訴・実質敗訴 合 計

50％未満
判決 1 4 21 26

和解 0 6 8 14

50％以上－
80％未満

判決 3 10 3 16

和解 4 34 5 43

80％以上－
99％以下

判決 13 7 3 23

和解 24 41 2 67

100％
判決 50 3 2 55

和解 18 5 1 24

合計
判決 67 24 29 120

和解 46 86 16 148

図５ 弁護士による当初見通しの達成率と勝敗評価 (｢判決｣ ｢訴訟上の和
解｣ 別)

実質勝訴 どちらかといえば勝訴・どちらともいえない
どちらかといえば敗訴・実質敗訴

0％

100％：和解

100％：判決

80％以上－99％以下：和解

80％以上－99％以下：判決

50％以上－80％未満：和解

50％以上－80％未満：判決

50％未満：和解

50％未満：判決

10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

75.0％ 20.8％

90.9％

35.8％ 61.2％

56.5％ 30.4％ 13.0％

9.3％ 79.1％ 11.6％

18.8％ 62.5％ 18.8％

42.9％ 57.1％

15.4％ 80.8％

0.0％

4.2％

3.6％

3.0％

5.5％

3.8％



２．弁護士に対する当事者の満足度と弁護士の自己評価

依頼人にとって弁護士の和解の勧めが強い影響を与えており, また代理

人弁護士にはリスク回避的な和解への誘因が存在するとすれば, そのよう

な弁護士による和解への当事者誘導が当事者によってどのように評価され

ているかが問題となる。そこで, 弁護士による依頼人の満足度評価と当事

者自身の弁護士への満足度とを比較してみることにしよう (表10および

図６, 参照)。
(29)

弁護士に対する当事者の評価は, 弁護士による評価を全体としてみると

非常に高く, 85.6％の弁護士は依頼人が ｢満足したと思う｣ または ｢どち

らかといえば満足したと思う｣ と回答している。他方, 依頼人である当事

者の評価では, 全体として66.3％が同様に満足したと回答しているが, し

かしながらその差は20ポイント近くあり, 依頼人と弁護士との満足度に

はかなりのズレがあると推測される。

そこで, 次に当事者と代理人弁護士との対応が確認ないし推定できる回

答について当事者の弁護士評価と弁護士自身による自己評価とを比較して
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(29) なお, 弁護士に対する当事者の評価および弁護士自身による当事者の

満足度の評価については, 第一審の結果についてみる限りでは, いずれに

ついても結果が ｢判決｣ であるか ｢訴訟上の和解｣ であるかによって有意

な差はみられないようである。但し, 弁護士による判決と和解の評価につ

いては, 更に詳しい検討が必要である。

表10 弁護士に対する依頼人の評価と弁護士自身による評価 (全回答者)

満足した
と思う

どちらかと
いえば満足
したと思う

どちらとも
いえない

どちらかとい
えば満足しな
かったと思う

満足しなか
ったと思う

合 計

当事者 114 120 65 21 33 353

弁護士 131 131 20 18 6 306

合 計 245 251 85 39 39 659

：



みると, 当然ながら両者の間にはある程度の相関がみられている (相関係

数＝0.356, 1 ％水準で有意)。ここで該当数の少ないカテゴリーをまとめ

てクロス分析を行うと, 表11が得られる。回答数が少ないために注意が

必要であるが, 有意差がみられると判断してよいと思われる。

但し, 当事者が不満であると評価している場合に, 弁護士が, 当事者は

｢満足｣ あるいは ｢どちらかといえば満足｣ していると応えている比率が

高い点が注目される。弁護士としては依頼人が満足していると思っている

場合でも, かなりの比率で実は当事者が不満に思っているという可能性が

示唆されている。
(30)

更に, この満足度比較を一審結果 (判決か訴訟上の和解か) によって比

較してみると, 表12のようになる。

それぞれのセルに入る回答数が少ないためにあくまで参考に過ぎないが,
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図６ 弁護士に対する依頼人の評価と弁護士自身による評価 (全回答者)
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(30) 対象となる当事者本人および代理人弁護士による弁護士満足度の平均

は, 当事者本人については2.26であり, 代理人弁護士については1.79であ

り, 代理人弁護士の自己評価の方が高い。なお, 当事者と代理人とが１対

１対応する事例に限定した分析については, 当事者本人の評価が2.24であ

り, 代理人弁護士の自己評価が1.70となっている。



当事者評価と弁護士評価とのズレは判決で終わった場合に特に大きいよう

である (当事者評価と弁護士評価との間に統計的な有意差はみられない)。

他方で第一審の結果が和解で終わった場合には, 判決の場合よりも当事者

評価と弁護士評価とが一致している可能性がある。しかしながら, 依頼人

が ｢ある程度不満ないし不満｣ であると回答している場合に, 依頼人は
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表11 弁護士に対する依頼人の評価と弁護士自身による評価 ����������

弁護士による評価

満 足 どちらかといえば
満足

どちらともいえない・
どちらかといえば不満・

不満
合 計

当
事
者
の
評
価

満足している 15 13 2 30

ある程度満足している 20 15 0 35

どちらともいえない 6 11 4 21

ある程度不満である・
不満である 4 9 8 21

合 計 45 48 14 107

表12 弁護士に対する依頼人の評価と弁護士自身による評価 (｢判決｣ ｢訴訟
上の和解｣ 別)

弁護士による評価

満 足 どちらかと
いえば満足

どちらともいえない・
どちらかといえば不満・

不満
合 計

当
事
者
の
評
価

判決

満 足 7 6 1 14

ある程度満足 7 10 0 17

どちらともいえない 2 5 1 8

ある程度不満・不満 0 6 1 7

合 計 16 27 3 46

和解

満 足 6 6 1 13

ある程度満足 6 4 0 10

どちらともいえない 4 6 0 10

ある程度不満・不満 4 1 3 8

合 計 20 17 4 41

(判決：��������, 和解：��������)

：



｢満足｣ ないし ｢どちらかといえば満足｣ していると思うと弁護士が回答

している比率は低いとは言えず (対象となる８名の内の５名), 満足度に

対する認知のズレは和解成立の場合にも少なくないことが推測される。

言い換えれば, 当事者と弁護士との回答とが結合できる事例についてみ

た場合, 対象事例数が少ないため参考に過ぎないとはいえ, 相対的にリス

クの高い判決を避けて和解が成立した事例に当事者による弁護士への満足

度と弁護士による当事者満足の評価とが一致しやすくなるとは必ずしも言

えないようである。リスク回避が弁護士にみられる判断傾向であっても,

それが当事者にも共有された傾向であるかどうかについては慎重な検討が

必要であると思われる。
(31)

３．訴訟当事者の気がかりと弁護士によるその認知

訴訟当事者は, その当初において金銭その他の負担や周囲の目など様々

なことを気にしている。そのような気がかりは代理人である弁護士によっ

てもそれぞれに評価され, 和解を勧めるかどうかの判断に影響を与えるも

のと考えられる。そこで ｢裁判に勝つ見込み｣ についての当事者の回答し

た気がかりの程度と, 弁護士が感じ取った当事者の気がかりの程度との間

にズレがないかどうかをみてみよう (表13, 参照)。
(32)
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(31) 訴訟当事者の判決志向と和解評価との関係については, 垣内 (2010：

232�236), 参照。

(32) なお, ｢裁判に勝つ見込み｣ についての当事者の気がかりの程度も,

弁護士が感じ取った当事者の気がかりの程度も, 弁護士自身の気がかりの

程度も, それ自体では判決と訴訟上の和解という第一審の結果に有意差を

もたらしていない。また, 当事者自身の気がかりの程度と弁護士が感じ取

った当事者の気がかりの程度との相関係数は0.204 (有意確率0.036), 弁

護士が感じ取った当事者の気がかりの程度と弁護士自身の気がかりの程度

との相関係数は0.604 (有意確率0.000), 当事者自身の気がかりの程度と

弁護士自身の気がかりの程度との相関係数は0.033 (有意確率0.738) であ



勝訴の見込みについての気がかりの程度は, 半数近くで当事者と弁護士

との認知が一致しているが, 残りの半数の事例で程度の差はあれズレが生

じていることが分かる。当事者の気がかりを弁護士が軽く感じている場合

もあれば逆の場合もあり, 特にいずれの傾向が強いとも言いがたいようで

ある。しかしながら, このズレと ｢判決｣ および ｢訴訟上の和解｣ という

結果とを比較してみると, 表14および図７のとおり, 当事者自身の評価

に比べて弁護士の認知の方がより強い場合には和解で終わる傾向がみられ,

逆に弁護士の認知の程度が当事者の評価よりも軽い場合には判決で終わる

傾向がみられることがわかる。即ち, 代理人である弁護士は, 当事者の不

安を過大評価して和解を勧めたり, あるいは過小評価して判決へと向かっ

たりしている場合のあることが推測される。
(33)
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る。弁護士は自分が気にしている程度に近い程度で依頼人が勝敗を気にし

ていると感じているが, そのような認知は依頼人本人の気にしている程度

とは距離があり, 更に勝敗について依頼人が気にしている程度と代理人弁

護士の程度とは大きく違っているということのようである。

(33) 分散分析の結果においても, 第一審が ｢判決｣ で終わるか ｢訴訟上の

和解｣ で終わるかということと, 当初の勝訴の見込みに対する当事者・弁

表13 ｢裁判に勝つ見込み｣ に対する依頼人と代理人弁護士との
評価の違い

｢裁判に勝つ見込み｣ の評価の違い N ％

当事者の気がかりが４段階強い (－4) 5 4.7％

当事者の気がかりが３段階強い (－3) 5 4.7％

当事者の気がかりが２段階強い (－2) 7 6.6％

当事者の気がかりが１段階強い (－1) 13 12.3％

当事者と弁護士の気がかりが同程度 (0) 50 47.2％

弁護士の気がかりが１段階強い (1) 12 11.3％

弁護士の気がかりが２段階強い (2) 8 7.5％

弁護士の気がかりが３段階強い (3) 4 3.8％

：



但し, そのような認知のズレがある場合には, その程度に応じて当事者

の弁護士に対する不満が高くなるという傾向はみられないようである。
(34)
弁

護士への評価と裁判結果との間には, 直接的な関係は見られないようであ

る。
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護士間の認知のズレとの間に有意差がみられる。－4 (弁護士よりも当事

者の気がかりの方が４段階強い) から 4 (当事者よりも弁護士の認知の方

が4段階強い) までの９段階評価の平均値は, 判決の場合が－0.69, 和解

の場合が0.36であり, 有意確率は0.002である。

(34) 事例数が少ないためにはっきりとしたことは言えないが, むしろ当事

者と弁護士との認知が同程度の場合に弁護士に対する不満がやや高いとい

う傾向がみられる。

表14 ｢裁判に勝つ見込み｣ に対する評価の違いと ｢判決・訴訟上の和解｣ の
別 ����������

判 決 和 解 合 計

当事者の気がかりの方が強い 21 8 29

当事者と弁護士の気がかりが同程度 20 20 40

弁護士の気がかりの方が強い 7 12 19

合 計 48 40 88

図７ ｢裁判に勝つ見込み｣ に対する評価の違いと ｢判決・訴訟上の和解｣
の別 ����������

判決 和解

0％

弁護士の心配の方が強い

当事者と弁護士の心配が同程度

当事者の心配の方が強い 72.4％ 27.6％

50.0％ 50.0％

36.8％ 63.2％

10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％



Ⅴ．和解成立の要因③ 当事者の期待と気がかり

１．当事者の判決志向と和解への合意

訴訟当事者は, 本人訴訟被告の場合を除いて, 全般的に判決獲得への志

向が強いようであるが, しかしなお現実には和解へと向かう多様な動機が

存在している。その主たるものは, 第一に訴訟を継続することに対する家

族や勤務先, 近所等の受けとめ方などの人間関係への配慮であり, 第二に

裁判を継続することに伴う金銭的, 精神的負担感の回避であり, 第三に判

決によるのではなくても実質的に相応の結果が得られるのであれば和解に

応じるという実際的な考慮であるようである。
(35)

これらの考慮は, 実際には複合的に当事者の和解への判断に影響を与え

ている。人間関係に強く影響される当事者もいれば, そのような考慮から

影響を受けにくい当事者もいる。そこで, 和解への諸要因がそれぞれどの

程度当事者によって意識されていたかにより当事者を分類すると, いくつ

かのグループを見出すことができる。和解した訴訟当事者の中には, 人間

関係も多様な負担感からの回避も結果の相当性も気にする標準的なグルー

プもいれば, 人間関係への関心が際立っているグループ, あるいは相応な

結果を獲得することに特に関心を集中しているグループ, 更にはそのいず

れの考慮事項にも強い反応を示すことなく和解に応じているグループを取

り出すことができる。
(36)

そこでそのような当事者の和解関心へのが, 弁護士との相互作用の中で

どのように訴訟当事者の裁判評価などに影響を与えているかをみてみるこ

とにする。但し, 該当するデータ数が少ないため, 以下の分析はあくまで

参考に過ぎない。
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(35) 守屋 (2010：209), 参照。

(36) 守屋 (2010：211�214), 参照。

：



２．当事者の和解選択の要因

当事者が和解を受け入れるにあたって考慮したと考えられる要素は, 当

事者と弁護士とが結合できるデータについても, 基本的には当事者データ

全体から抽出される３因子に対応していると考えて良いようである (表15

参照)。

３．和解当事者の分類

上記の和解した当事者をそれぞれの因子得点を基にクラスタに分類する

と, 図８が得られる。データ数の制約のため, クラスタは３に指定した。
(37)

なお, 各クラスタへの所属数は表16のとおりである。

この結果から見ても, 和解にあたってあらゆる因子について平均的に考

論

説

表15 因子分析：和解した訴訟当事者の考慮事項 (弁護士データとの対応分
のみ)

因子

1：関係配慮 2：結果志向 3：負担回避

裁判継続による家族や勤務先等の受けとめ方 .919 .283 .100
裁判継続により家族等に迷惑がかかること .890 .259 .114
家族からのすすめ .684 .096 .222
和解しないと裁判でさらにお金がかかること .618 .053 .280
紛争解決の相場等に沿った和解であること .200 .865 .008
和解の内容が納得できること .153 .852 －.072
弁護士からのすすめ .293 .654 .460
相手が解決内容にしたがう可能性 －.047 .652 .624
裁判に疲れたこと .425 －.196 .521
裁判官からのすすめ －.088 －.020 －.470
紛争に早く決着をつけること .151 .073 .307

N＝33, 因子抽出法＝主因子法, 回転法＝バリマックス法

法と政治 62巻 1号Ⅱ (2011年 4月) 89(852)

(37) 訴訟当事者全体を対象としたクラスタ分析では４グループが取り出さ

れたが, 弁護士データとの対応分のみを対象とした３クラスタの場合には

｢結果低関心型｣ (守屋 2010：211�214) に対応するクラスタは見出せなか

った。



慮したグループ (標準関心型) の他に, 身の回りの人々への配慮が比較的

強く影響を与えていると思われるグループ (関係関心型) と, 相応な結果

を得ることへの関心が相対的に強いグループ (結果志向型) が区別される

ことが分かる。関係関心型には, 和解の決断にあたって負担回避への関心

が特に弱く, また結果志向型には関係への配慮が特に弱いということが示

されている。

和解した訴訟当事者の回答全体についてみた場合には, 結果志向型に比

較的近い傾向をみせるグループの場合に第一審の勝敗評価や正当性評価が

他のグループよりも高いという傾向がみられていたが,
(38)
上記の３グループ
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0.778

1.399

�0.170

�0.558

�0.660�0.576

�0.100
0.098

0.920

図８ クラスタ分析：和解した訴訟当事者の分類 (弁護士データとの対応分
のみ)

因子１：関係配慮 因子２：結果志向 因子３：負担回避
�1.000

�0.500

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000
関係関心型 標準関心型 結果志向型

(数値はマイナス方向が高関心, プラス方向が低関心)

表16 和解当事者クラスタの所属数 (弁護士デー
タとの対応分のみ)

関係関心型 6 21.4％

標準関心型 13 46.4％

結果志向型 9 32.1％

合 計 28 100.0％

(38) 守屋 (2010：213), 参照。

：



については, 結果についての勝敗評価および正当性評価について, 統計的

な有意差はみられない。但し, 弁護士に対する評価については, 関係配慮

グループが他のグループよりも平均値が高く (即ち, 弁護士に対する評価

が低く) なっている。人間関係を考慮して和解した場合には, 結果に対す

る当事者の受容度が低く, それが弁護士への評価を低下させている可能性

がありそうである。他方で, 結果志向型においては弁護士評価が高い (表

17および表18, 参照)。
(39)
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(39) 但し, 分散分析は等分散でないため, 統計的な有意差は保証されてい

ない。クロス分析も各セルに入る数値が少ないため, 統計的な有意性は保

証されない。あくまでも参考値である。

表17 分散分析：｢弁護士に対する総合的評価｣ に対する和解当事
者クラスタのサブグループ

和解当事者のクラスタ 度数
������のサブグループ

1 2

3：結果志向型 9 1.33

2：標準関心型 13 2.00

1：関係配慮型 6 3.67

有意確率 .491 1.000

表18 クロス分析：｢弁護士に対する総合的評価｣ と和解当事者クラスタ
����������

満足してい
る

ある程度満
足している

どちらとも
いえない

ある程度不
満である 不満である 合 計

関係配慮型
2 0 0 0 4 6

33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 66.7％ 100.0％

標準関心型
5 4 3 1 0 13

38.5％ 30.8％ 23.1％ 7.7％ 0.0％ 100.0％

結果志向型
6 3 0 0 0 9

66.7％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％

合 計
13 7 3 1 4 28

46.4％ 25.0％ 10.7％ 3.6％ 14.3％ 100.0％



なお, 当事者データに対応する弁護士の自己評価については, 分散分析

の結果では有意差はみられない。クロス分析の結果は表19のとおりであ

る。上記と同様, 事例数が少ないため統計的な有意性はないが, 当事者が

関係的配慮から和解に応じている場合にも, 弁護士がそれを認知していな

い可能性が示唆されている。他方, 結果志向型については, 当事者と弁護

士の評価との間に大きなズレはみられないようである。

更に, 和解時の考慮項目についての当事者と弁護士との認知の違いの程

度をみると, 表20のとおりである。ここから推測されるように, 家族等

への迷惑などの人間関係的要因については, 当事者自身と代理人弁護士と

の認知のズレは同程度に生じているようである。裁判官からの勧めや, 裁

判を続けると更に費用がかさむこと, 裁判に疲れたこと, 更に和解内容が

履行されるかどうかという項目については, 当事者よりも弁護士の方が当

事者の不安を過大評価している。他方で, 弁護士である自分の勧めや和解

内容が納得できるかどうか, また早く決着をつけたいという関心について

は, 当事者が気にしているほどには弁護士はこれを認知していない傾向に

ある。事例数が少ないためあくまで推測に過ぎないが, 当事者が和解を考

慮するにあたって気にしている項目と, 弁護士によるその推測との間には,
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表19 クロス分析：弁護士自身による自己評価と和解当事者クラスタ
����������

満足したと思う どちらかといえば
満足したと思う

どちらかといえば満足
しなかったと思う 合 計

関係配慮型
3 0 2 5

60.0％ 0.0％ 40.0％ 100.0％

標準関心型
3 9 0 12

25.0％ 75.0％ 0.0％ 100.0％

結果志向型
3 3 0 6

50.0％ 50.0％ 0.0％ 100.0％

合 計
9 12 2 23

39.1％ 52.2％ 8.7％ 100.0％

：



全般的にかなりのズレがあるようである。そのような認知のズレが直ちに

弁護士に対する評価・満足感に影響を及ぼしているとは言えないとしても,

これが和解の成立過程および当事者によるその評価, 更には当事者による

裁判手続全体への評価にどのような影響を与えているかということは, 更

に検討されるべきことであるように思われる。

お わ り に

裁判手続上で判決と和解とが相補的関係にあること自体は疑いえないと

しても, その間のバランスと手続上・実体上の配慮にどのような差異が必
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表20 和解の考慮事項についての当事者と弁護士との認知のズレ

弁護士の認知の
方が強い 評価の一致 当事者の考慮の

方が強い 合計

裁判官からの勧め
13 8 7 28
46.4％ 28.6％ 25.0％ 100.0

弁護士からの勧め
5 7 16 28

17.9％ 25.0％ 57.1％ 100.0

家族からの勧め
8 4 8 20

40.0％ 20.0％ 40.0％ 100.0

更にお金がかかること
14 4 8 28
50.0％ 14.3％ 35.7％ 100.0

和解内容が納得できること
1 9 20 30

3.3％ 30.0％ 66.7％ 100.0

裁判に疲れたこと
12 11 5 28
42.9％ 39.3％ 17.9％ 100.0

早く決着をつける
5 11 13 29

17.2％ 37.9％ 44.8％ 100.0

履行の可能性
14 7 6 27
51.9％ 25.9％ 22.2％ 100.0

相場に従った和解
9 7 8 24

37.5％ 29.2％ 33.3％ 100.0

家族などの受けとめ方
8 8 7 23

34.8％ 34.8％ 30.4％ 100.0

家族などへの迷惑
7 9 6 22

31.8％ 40.9％ 27.3％ 100.0



要とされるかについては, 訴訟当事者の裁判への期待や法律専門家の役割

認識, 更には市民一般の法意識など多くの要素を考慮する必要がある。

本稿でみてきたように, 裁判が判決で終わるか和解で終わるかについて

は, 部分的には訴訟類型によるようである。ひと度訴訟化した事件につい

てもなお和解で終わることが多い事件類型については, それが裁判結果を

簡易・迅速に実現していると考えられるのか, むしろ権利義務の確定や先

例形成を裁判所が避けて和解を志向していると考えらえるのか, あるいは

当事者の裁判期待がそもそも判決において実現されがたいものであったの

か, などが更に分析される必要がある。

また, 本人訴訟の原告か被告か, あるいは代理人付の原告か被告かなど

の当事者属性によっても, 当事者の裁判への期待や和解の受容する程度は

異なるようである。更に, これには弁護士によって受けとめられた裁判官

の和解勧試が大きく影響している。特に, 弁護士の実質的な敗訴を避けよ

うとするリスク回避傾向が和解の成立を促しているようである。なお, 弁

護士自身が主導権を取って訴訟が提起された場合に和解が成立しやすい傾

向があることをも考慮すると,
(40)
弁護士による訴訟利用は, 部分的には裁判

官による和解勧試を予定しながら, 当初より和解による実質的な利益確保

が目指されていたことが推測される。

但し, 和解成立時における当事者の満足度については弁護士によって過

大に評価されている傾向が窺われ, 全般的にみても弁護士は自己評価が高

いようである。
(41)
弁護士としては依頼人の利益確保を図り, 当事者の満足を

勝ち得たつもりであっても, 和解に対する潜在的な不満が当事者に残って

いる可能性がある。特に, 当事者が和解内容の適切さよりも訴訟遂行にか

かる心理的なコストへの考慮から和解を選択した場合, 心理的コストに対
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(40) 守屋 (2010：204�206), 参照。

(41) 太田 (2010：163�167), 参照。

：



する弁護士の過小評価は当事者に不満を残す可能性がありそうである。

本稿で分析した限りでは, 全体としては, 訴訟上の和解が判決を予測し

ながらそれを近似的に実現しようとしているのか, あるいは判決には期待

しがたい紛争の包括的解決を目指しているのかは明確ではない。法律専門

家の間には前者への志向が強いことが推測されるとはいえ, 訴訟当事者の

当初の裁判期待が法的論点に特化していたのかどうかは検討されるべき論

点である。また, 訴訟上の和解が紛争の一括的解決を目指して試みられる

ことがあるのも確かである。そのような和解において, 当事者はなお判決

への理想化された期待を抱きつつ, 現実的選択として和解を受け入れるよ

うに思われる。
(42)

そのような訴訟上の和解を通じて紛争の解決を図るに際しては, 当事者

が判決による紛争解決の限界を理解すると共に, 和解の受容をやむを得な

い次善の選択としてではなく自ら納得して選び取ったものとして認識する

ことが, 和解当事者が裁判手続への信頼を維持ないし形成していく上で必

要であろう。
(43)
そのためにも, 当事者の裁判への期待や訴訟遂行上の不安を

弁護士が正確に受けとめ, 判断形成過程を当事者と共有しながら, 判決な

いし和解という結果を共同して選び取っていくためのコミュニケーション

過程に更に注目していくことが重要であるように思われる。
(44)
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(42) 例えば, いわゆる現代型訴訟には訴訟当事者を超えた潜在的紛争当事

者をも含む紛争解決を図るために和解が勧試されるということがしばしば

みられてきた。最近の例では, Ｃ型肝炎訴訟やＢ型肝炎訴訟における和解

勧試にもそのような側面がみられている。

(43) 守屋 (2010：214�215), 参照。

(44) 近時のリーガル・カウンセリングについての多くの議論は参考になる

が, 更に我が国の依頼人・弁護士関係に即した実証的な研究が進められる

必要があるように思われる。
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Japanese Litigation Behavior and Settlement in Court :

Some Thoughts on Interactions between Litigants and

Lawyers Leading to Settlement

Akira MORIYA

This paper examines the reasons why half of Japanese litigants avoid judg-

ment and opt for in-court settlement or withdrawal, based on the findings

from the nationwide survey on litigants, their lawyers and the general public.

The Japanese are usually said to be reluctant to use litigation as a means to

resolve their conflicts. Whether this wide-spread image is true or not, once

they decide to go to court, they seem to be expecting to have their cases de-

cided clearly by judges. On the other hand, lawyers are, as routine partici-

pants in the judicial system, tend to evaluate their clients cause in the light

of the chance to win or lose in judgment, and are likely to opt for settlement

from risk-avoiding consideration when the chance to win does not seem to

be certain enough. It seems especially to be true when judges recommend

them to settle in court.

Theoretically, settlement in court can have two opposite functions for liti-

gants. One is the cost-avoiding function in the dispute-settlement process,

which enables them to get more or less the equivalent benefits without ad-

ditional time, money, or damages for reputation. The other is the litigant-

supportive function, which enables them to reach comprehensive solutions

including, for example, adjustments of non-legal, relational or cultural con-

flicts. If the two functions are being performed well in accordance with the

intent of litigants and categorical features of cases, results of settlement

would be evaluated favorably by litigants and enhance their willingness to

use court system again in the future. But from the results of our survey, this

can only be a theoretical possibility.

There seem to be a wide gap between litigants’ considerations for settle-

ment and lawyers’ recognition of their clients’ considerations when they
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advice to their clients to settle. In this paper, I would like to focus on the

cognition gaps between litigants and lawyers for settlement to make clear

the actual interactive process for settlement, and to find some clues for pol-

icy recommendations for improving litigants’ satisfaction for our court sys-

tem.
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